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違法な安定操作取引に対する課徴金（金融庁資料より作成） 

 

 

  
違反終了後 1か月 安定操作取引 

株
式
の
価
格
（
円
） 

課徴金算定の基準 

となる価格差Ｐ 

高
値
で
の
売
り
抜
け
が 

可
能
な
ポ
ジ
シ
ョ
ン
Ａ 

違法にくぎ付けされた相場 

違反終了後 1 か月 

の平均価格 

課徴金の額 Ｐ×（Ａにおける保有株数） 

くぎ付け価格 


